
１ 競争入札に付する事項 

（１） 業務委託名 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借 

（２） 目的及び概要 

消防局のポンプ隊等が車両にＡＥＤを配備することで、消防局にお 

ける消防力の強化を図ることを目的とする。 

    ※詳細は仕様書を参照のこと。 

（３） 履行場所 

６消防署及び１５出張所（別表） 

（４） 履行期間 

契約日から令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に基づく 

長期継続契約） 

 

２ 担当部局 

 〒８６２－０９７１ 熊本市中央区大江三丁目１番３号 

熊本市消防局警防部救急課 

電話０９６－３６３－２３６０（直通） 

メールアドレス shouboukyukyu@city.kumamoto.lg.jp 

 

３ 入札手続の種類 

この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格（以 

下「競争入札参加資格」という。）の確認を行い、競争入札参加資格がある 

と認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により 

入札手続を行う。 

４ 競争入札参加資格 

 次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

（１） 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提  

出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関す

る要綱（平成２０年告示第７３１号）第５条に規定する参加資格者名

簿に登録されている者であること。 

    さらに、業種として、第 1分類「リース・レンタル」・第２分類「そ

の他のリース・レンタル」業務での登録をしていること。 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない 

者であること。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更

生手続の開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

第２１条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、そ

れぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされているこ

と。 



（４） 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱（平成１８

年告示第１０５号）第３条第１号の規定に該当しないこと。 

（５） 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止    

等の措置要綱（平成２１年告示第１９９号。以下「指名停止要綱」と

いう。）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

（６） 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 

（７） 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 

（８） 過去３年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行

った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでない

こと。 

（９） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 

律（昭和３５年８月１０日法律第１４５号）第３９条第１項に規定す

る貸与業の許可を有すること。 

（10） 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。 

（11） 国又は地方公共団体又は医療機関から直接受注した業務として令 

和２年度（２０２０年度）以降に履行が完了した、本件と同種同業の

賃貸借に関する業務委託の実績を有すること。 

 

５ 申請手続等 

（１） 申請書、仕様書等の交付期間及び方法 

令和６年（２０２４年）４月１９日（金）から令和６年（２０２４ 

年）４月３０日（火）まで 

熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は２の担当部局  

で配布する（担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定め 

る条例（平成元年条例第３２号）第１条に規定する市の休日（以下「休 

日」という。）を除く。）。郵送又は電送（ファックス、電子メール等） 

による交付は行わない。担当部局での配布は、午前９時から午後５時 

まで。熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードでき 

る。 

なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、２の担当部局で閲 

覧に供する。 

（２） 申請書等の提出方法等 

本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入 

札参加資格審査調書その他の必要書類（以下「申請書等」という。）を 

提出し、競争入札参加資格の有無は市長の確認を受けなければならな 

い。提出方法等は、次によるものとする。 

ア 提出書類及び提出方法 

持参により提出すること。郵送又は電送（ファックス、電子メール   

等）による提出は受け付けない。 

（ア） 競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 



（イ） 競争入札参加資格審査調書（様式第２号） 

（ウ）  入札参加者の同種業務の実績（様式第３号） 

（同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したも   

のに限る。） 

（エ）  同種業務の実績を証する契約書の写し（必須） 

なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できな 

い場合は、他の判断できる資料（図面、仕様書等の設計図書又は     

発注者の証明等）で併せて補完すること。 

（オ） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す 

る法律（昭和３５年法律第１４５号）第３９条第１項に規定する 

貸与業の許可証の写し(申請書等提出期限日時点で有効なものに       

限る。） 

イ 提出受付期間 

令和６年（２０２４年）４月１９日（金）から令和６年（２０２４ 

年）４月３０日（火）まで（休日を除く。）の午前９時から午後５時ま 

で。 

ウ 提出部数 

１部とする。 

エ 提出先 

  ２の担当部局 

オ 留意事項 

（ア） 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。 

（イ） ア（エ）、（オ）の書面が添付されていない場合は、その許可、実 

績又は資格を有しているとは認めない。 

     また、ア（エ）により提出された書類では、同種業務の実績を

有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 

（３） 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもっ 

て行うものとし、結果（競争入札参加資格がないと認めた場合はその 

理由も含む。）は、書面により通知する。 

 

 

６ 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１） 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌 

日から起算して７日（休日を含まない。）以内に、市長に対して競争入 

札参加資格がないと認めた理由を、書面（様式は自由）により説明を 

求めることができる。 

（２） 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終 

   日の翌日から起算して２日（休日を含まない。）以内に、説明を求めた 

   者に対し書面により回答する。 

 



７ 入札説明会 

  入札説明会は実施しない。 

 

８ 仕様書等に対する質問 

（１） 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出する 

こと。 

ア 提出方法 

書面（様式は自由）により持参、ファックス又は電子メールにて提

出すること。ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で

着信を確認すること｡ 

イ 提出期間 

令和６年（２０２４年）４月１９日（金）から令和６年（２０２４

年）５月９日（木）まで（休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

ウ 提出先 

２の担当部局 

ファックス０９６‐３６３‐０２４３ 

メールアドレス shouboukyukyu@city.kumamoto.lg.jp 

（２） （１）の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。なお、

熊本市ホームページにも掲載する。 

ア 閲覧期間 

令和６年（２０２４年）５月１０（金）までに開始し、令和６年（２

０２４年）５月１７日（金）までとする。 

  イ 閲覧場所 

    ２の担当部局 

 

９ 入札に参加する者が１者である場合の措置 

入札に参加する者が１者である場合は、再度公告して申請書等の提出期  

限を延長するものとする。この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参  

加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 

 

１０ 入札等  

（１） ５（３）の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、 

次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 

ア 入札日時 

   令和６年（２０２４年）５月１７日（金） 午前１０時００分  

イ 入札場所 

     熊本市中央区大江三丁目１番３号 

    熊本市消防局 ２階多目的室 

ウ 入札方法 

入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送（ファックス、電  



子メール等）によるものは認めない。入札代理人が持参する場合は、  

別途委任状を提出すること。 

（２） 入札金額は自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借契約に要する費 

用の月額とする。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額    

に１００分の１０に相当する額を加算した金額（この金額に１円未 

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって 

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税 

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望 

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３） 入札執行回数は、２回までとする（２回目以降の入札書の提出は   

別途指示する）。 

（４） 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しす 

ることができない。 

（５） 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いっ  

たん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 

（６） 熊本市工事競争入札心得（平成２年告示第１０７号）第７条に準

じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、

無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り

消すものとする。なお、競争入札参加資格があると確認された者で

あっても、落札決定の時に４に規定する競争入札参加資格を満たさ

なくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとす

る。 

（７） 無効とした入札書は、返却しないものとする。 

 

１１ 落札者の決定方法 

（１） 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を  

   落札者とする。 

（２） 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじ 

により落札者を決定する。 

（３） 最低制限価格は設定しない。 

 

１２ その他の留意事項 

（１） 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 入札保証金 

熊本市契約事務取扱規則第５条に定めるところにより、免除とす 

る。 

（３） 契約保証金 

熊本市契約事務取扱規則第２２条の定めるところにより、落札者  

は、賃借料を１年間当たりの額に換算した額の１００分の１０以上 

の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。ただし、利付国 



債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えるこ 

とができる。また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 

ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、

保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 

イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、  

保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 

ウ 過去２年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく 

する契約を２回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者 

の証明（ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を 

認めた書類の写しを添えても可。）を提出したとき。 

（４） 契約書（案） 

熊本市ホームページへ掲載するほか、２の担当部局で閲覧に供す 

る。 

（５） 申請書等に関する事項 

ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者とし    

て認められないものとする。 

イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

ウ 提出された申請書等は、返却しない。 

エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に 

無断で使用しない。 

オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認め 

ない。 

カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書 

等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契 

約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要 

綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 

（６） 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、

競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないもの

と判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して

取り消すものとする。この取り消しの通知を受けた者は、通知を受

け取った日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に、市

長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説

明を求めることができる。 

（７） 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が４に規定する競争  

入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないこと

ができるものとする。 

（８） 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得   

に準じて実施する。 

（９） 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること（消

せるボールペンは不可）。 



（10） この入札にかかる契約は、地方自治法第２３４条の３及び地方自

治法施行令第１６７条の１７の規定による長期継続契約であり、契

約を締結した日の属する年度の翌年度以降に歳出予算の金額が減額

又は削除があった場合、委託者はこの契約の変更又は解除を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    履 行 一 覧 別表 

   配備小隊 履行・納品場所 

1 中央梯子ポンプ小隊 中央消防署 

熊本市中央区大江 3 丁目 1-3 2 中央特別高度救助小隊 

3 出水ポンプ小隊 
出水出張所 

熊本市中央区水前寺公園 13-40 

4 東梯子ポンプ小隊 東消防署 

熊本市東区東町 4 丁目 6-17 5 東特別救助小隊 

6 託麻ポンプ小隊 
託麻出張所 

熊本市東区下南部 1 丁目 3-137 

7 小山ポンプ小隊 
小山出張所 

熊本市東区小山 4 丁目 4-22 

8 西梯子ポンプ小隊 西消防署 

熊本市中央区米屋町 1 丁目 12-1 9 西特別救助小隊 

10 田崎ポンプ小隊 
田崎出張所 

熊本市西区田崎 2 丁目 2-36 

11 小島ポンプ小隊 
小島出張所 

熊本市西区小島 8 丁目 10-20 

12 島崎ポンプ小隊 
島崎出張所 

熊本市西区島崎 2 丁目 17-23 

13 河内ポンプ小隊 
河内出張所 

熊本市西区河内町野出 1891-1 

14 南梯子ポンプ小隊 南消防署 

熊本市南区平田 2 丁目 13-1 15 南特別救助小隊 

16 川尻ポンプ小隊 
川尻出張所 

熊本市南区南高江 2 丁目 15-53 

17 飽田天明ポンプ小隊 
飽田天明出張所 

熊本市南区白石町 385-1 

18 富合ポンプ小隊 
富合出張所 

熊本市南区富合町田尻 445-5 

19 城南ポンプ小隊 
城南出張所 

熊本市南区城南町さんさん 1丁目 1-1 

20 北梯子ポンプ小隊 北消防署 

熊本市北区四方寄町 514-1 21 北特別救助小隊 

22 清水ポンプ小隊 
清水出張所 

熊本市北区清水亀井町 12-22 

23 楠ポンプ小隊 
楠出張所 

熊本市北区楠 5 丁目 7-60 

24 植木ポンプ救急小隊 
植木出張所 

熊本市北区植木町山本 739-2 

25 益城西原ポンプ小隊 益城西原消防署 

上益城郡益城町大字寺迫 202-1 26 益城西原救急救助小隊 

27 西原ポンプ救急小隊 
西原出張所 

阿蘇郡西原村大字小森 583-1 


